
 

 

EMBASSY OF MALAYSIA 

TOKYO, JAPAN 

 
 

ビザ申請 
 

 

日本国籍の方は、渡航目的がソーシャルビジットで、滞在日数が 90日を超えない場合

はビザは不要です。滞在日数が 90日を超えるソーシャルビジット、もしくはソーシャ

ルビジット以外の目的で入国する場合は出発前にビザを取得する必要があります。 

 

以下の国籍の方は、渡航目的に関わらずビザが必要です。 

アフガニスタン、アンゴラ、バングラデシュ、ブータン、ブルキナファソ、ブルンジ、

カメルーン、中央アフリカ共和国、コロンビア、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ジ

ブチ、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、ガーナ、ギニア・ビサウ、香港

（C.I./D.I.）、コートジボワール、コソボ、リベリア、ネパール、ニジェール、ナイジ

ェリア、マリ、モンテネグロ、モザンビーク、ミャンマー、パキスタン、ルワンダ、セ

ルビア、スリランカ、西サハラ 

 

マレーシアのビザ免除措置 

 

1. マレーシア政府は、出張や観光などのソーシャルビジットや乗り継ぎの目的でマレ

ーシアに渡航し、滞在期間が 30 日以内の中国及びインド国籍の方対象のビザ免除

措置を 2026年 12月 31日まで延長することを発表しました。 

 

手続き 

 

1. 申請受付時間：祝日を除く平日の午前 9：30から 12：00 

大使館の祝日は以下のリンクから確認して下さい。 

https://www.kln.gov.my/web/jpn_tokyo/holidays 

 

2. 予約は必要ありません。 

 

3. 申請者本人が直接大使館で書類を提出するか、旅行会社を通して申請して下さい。

あるいは、申請者の企業の代表者による申請も受け付けます。 

 

必要書類 

 

(A) マレーシアへの渡航目的がソーシャルビジットの方： 

https://www.kln.gov.my/web/jpn_tokyo/holidays


 

1. 申請用紙 (IM47) 

 

2. パスポートサイズのカラー写真 1 枚（3 か月以内に撮影されたもの、横 3.5cm 

x 縦 5cm、背景の色は白か薄い青） 

 

3. パスポート（有効期限がマレーシア入国予定日から 6 カ月以上あること）－原

本とバイオデータページ（顔写真のあるページ）のコピー1枚 

 

4. 日本の在留カード－原本とコピー1枚（表と裏） 

 

5. 確定往復チケット、もしくはマレーシアから第 3国へのチケット－原本と 

コピー1枚 

 

6. マレーシアでの滞在先のホテルの予約確認票－原本とコピー1枚 

 

7. マレーシア入国管理局発行の Visa Approval Letter (VAL) か、アフガニスタン政

府発行の「異議なし証明書」（アフガニスタン国籍のみ）－原本とコピー1枚 

 

8. その他、過去 3か月の預金残高証明書や 取引明細書、通帳、トラベラーズチェ

ックなどの財政能力証明書、マレーシアの親族や友人からの招待状、現地主催

者からの会議やセミナー出席への招待状などの書類－原本とコピー1枚 

 

(B) 雇用パス・プロフェッショナルビジットパス・留学パス・扶養パスの申請がマレー

シア入国管理局やその他マレーシア政府に認可された機関により許可された方：   

 

1. 申請用紙 (IM47) 

 

2. パスポートサイズのカラー写真 1 枚（3 か月以内に撮影されたもの、横 3.5cm 

x 縦 5cm、背景の色は白か薄い青） 

 

3. パスポート（有効期限がマレーシア入国予定日から 6 カ月以上あること）－原

本とバイオデータページ（顔写真のあるページ）のコピー1枚 

 

4. 日本の在留カード（日本国籍以外の方）－原本とコピー1枚（表と裏） 

 

5. マレーシア入国管理局発行の Visa Approval Letter (VAL)、もしくは Education 

Malaysia Global Services (EMGS) か Malaysia Digital Economy Corporation 

(MDEC)発行の許可証－原本とコピー1枚 

 



マレーシア・デジタル・アライバル・カード (MDAC) 

 

2024 年 1 月 1 日より、マレーシアに渡航するすべての外国籍の方は、以下の場合を除

き、マレーシア・デジタル・アライバル・カード（MDAC）の登録が必須となりました

（マレーシア到着の 3日前から登録可能です）。 

 

1. シンガポール国籍 

 

2. 外交官および公用パスポート保持者 

 

3. マレーシア永住権保持者およびマレーシア長期滞在ビザ保持者 

 

4. ブルネイ身分証明書 (GCI) 保持者 

 

5. ブルネイ・マレーシア・フリークエント・トラベラー・ファシリティ保持者 

 

6. タイ・ボーダーパス保持者 

 

7. インドネシア・クロスボーダー・トラベル・ドキュメント (PLB) 保持者 

 

MDACは以下のリンクから提出して下さい。 

https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main 

 

料金 

 

1. 申請料金は申請者の国籍によって異なります。 

 

2. 料金はマレーシアリンギットで設定されていますが、申請時のマレーシア会計局長

発表の為替レートに基づき日本円でのみ支払い可能です。 

 

3. 料金は申請時にお支払い下さい。 

 

4. 該当する申請料金をお知りになりたい方は、電話か Eメールで大使館にお問い合わ

せ下さい。 

 

所要時間 

 

3営業日 

 

郵送での受け取り 

https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main


 

ビザ発行後、ビザとパスポート、その他の書類の受け取りを郵送で希望する方は、申請

時に返信用封筒（日本郵便のレターパックプラス）を提出し、郵送時におけるパスポー

トに関するいかなる負債に対する返済や責任を大使館に求めないことを宣誓して下さい。 

 

電子ビザ (eVISA) 

 

1. 渡航者は、以下のリンクから eVISA の申請を選択することも出来ます。 

https://malaysiavisa.imi.gov.my/evisa/evisa.jsp. 

 

2. 日本からの申請が可能なのは、日本国籍の方か、日本国籍以外で日本での長期滞在

者ビザ、雇用ビザ、もしくは学生ビザを所持している方のみです。 

 

3. eVISA の申請に関する問い合わせは、eVISA のポータルサイトにある「Live Chat 

Support」でマレーシア入国管理局に直接お問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://malaysiavisa.imi.gov.my/evisa/evisa.jsp


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

最終更新日：2025年 1月 10日 


